
鞭 論 静 動 酪         
蠅 月

2.登録申請 (新規・更新)は申請者 (本人)が直接申請することが原 alfです。

3.使用する印鑑…・印鑑登録をした実印

※前回申請時に使用した印鑑 (実印)が変更になつた場合は印鑑証明書を添付の事

4.申 請書等へ住所を記載する時は、登記簿または住民票どおりに記載願います。(マンション・アパート名も記載の事)

5.官公庁の証明する書類は3ケ月以内に発行されたものとします。

6.登録費用"・ 150,000円 (登録不可・申請取り下げの場合鳥 貸金業法施行令第2条第3項の規定:理にりお返しできません。)

詳細は下記へお聞しヽ合わせください。
※受付時FH5は 、平日の9:30～ 11:30及び13:00～ 16:30となつております。

日本貸企業協会 福岡県支部
092-741-1606

登録申請書の名称 備 考 提出部数

1 登録申請書 様式第1号第1面～第8面
・外国人の方は通称名を0書きで併記することが離 ま
す。
・住所の番地等は略さず○番○号のように記入するこ
と。
・営業所の電話番号は固定電話番号を記入すること,

・登録申請者は、貸付けの業務に3年以上従事した経験
が必要です。
・営業所には国家試験に合格し、主任者登録を受けた
貸金業務取扱主任者の設置が義務付けられています。
・営業所毎に、貸付けの業務に1年以上従事した経験を
有する従業者が必要です。

正 本

コヒ‐ 3部

2 登録 lyrJ区分等

3 令第3条に規定する(重要な)使用人

4 営業所の名称・所在地・貸企業務取扱主任者の氏名等

電話番号その他の連絡先等

業務の種類

7 業務の方法

他に行つている事業の種類

福岡県領収証紙添付欄 正本

添 付 書 類 備 考 提出部数

10 誓約書 様式第1号の2 正 本 1+ユ と` -1

身分証明書 ・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・外国人の方については協会に備付けの誓約書を提
出c

正本■ニヒ・-1部

(各 人)
登録申請者、及び貸金業務取扱主任者

重要な使用人 (該当者がいる場合)

12

登 記されていないことの証明書 福岡法務局で発行しています。
郵送の場合キま東京法務局へ発行依頼をしてください。
外国人の方は提畠の必要ままありません。

正本十コとし1部

(各 人)1登録申請者、及び貸金業務取扱主 if―者

重要な使用人 (該当者がいる場合 )

13

住 叉票の抄本 ・日本人の方は、本籍地及び戸籍筆頭者の記載がある
もの
・外国人の方l■、国籍の記載妨 るもの

正本十,ヒ■1部

(各 人)
登録申講者、及び貸金業務取扱主任者

重要な使用入 (該当者が喝 場合)

14

履  歴  書
。金融業に従事したことの履歴を記載

・下段の氏名欄は必ず本人が署名すること
正本十コピー1部

(4ゝ ノ、)
登録申請者

重要な使用 入(該 当者がいる場合 )

15

写 真付公的証明書の写し
運 転免許証・旅券等の写しを添付のこと。
・証明書に顔写真がない場合は、公的身分証明書の写
しと写真を添付 (様式第2号 )

正本■=ヒ
t‐ 1部

`:各

 人)
登録申請者

重要な使用人 (該当者がいる場合 )

16 登録者中請者、重要な使用ス、資金業務取扱主任者の氏名等 様式第3号の2 正本+コヒ‐1部

17 財産に関する調書 (様式第4号 )
,純資産額が5,000万円以上であること。証明書を添付。 コピー2部

18

営業所等の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し :・ ※賃貸契約書写しの場合
`ま

、コピーー2部 正本■コ滲 -1部

営業所等の写真

営業所等の地図

:・写真は建物外観全体。提出の写真は同二のもの。

・地図は極カゼンリン地図を使用のこと

写真 2枚

コピー2部

代理店契約書等 ・代理店や提携登録がある場合に添付 コピー2部

20 貸金業務取扱主任者の登録完了通知の写し ・登録有効期間内であること コピー2部

21 貸企業の業務に関する社内規員」 コピー2部

22 貸金業の業務に関する組織図 ロピー2部

23 貸付の業務の経験者の業務経歴書 様式第4号の2 正本十コピー1部

24 指定紛争解決機関との契約締結等の状況 様式第4号の2の 2 正本+コヒし1部


